
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  少人数私募債に係る課税                  

Ｑ：少人数私募債の利子に対する課税が、

昨年から変わったそうですが、どのようにな

ったのですか？                                      

                                              

Ａ：源泉分離課税から総合課税となりまし

た。 

【解説】 

平成28年１月１日以後に支払われる特定公

社債以外の公社債(一般公社債)の利子は、原

則として、20.315%の源泉分離課税となり、こ

のうち同族会社が発行した公社債 (少人数私

募債) の利子でその同族会社の株主等が支払

いを受けるものについては総合課税となりま

した。 

対象となる者は、以下の特例個人とその親

族等です。 

対象者は、確定申告が必要です。 

 【特定個人】 

 次に掲げる株主グループに属していること。 

 ①第１順位の株主グループの所有割合が50%

を超える場合におけるその株主グループ 

 ②第１順位及び第２順位の株主グループの所

有割合を合計した場合にその所有割合がは

じめて50%を超えるときにおけるこれらの

株主グループ 

 ③第１順位から第３順位までの株主グループ

の所有割合を合計した場合にその所有割合

がはじめて50%を超えるときにおけるこれ

らの株主グループ 
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